
担

当

課

（

室

）

目

次

発

行

岡

山

県

【

正

誤

】

○

会

計

年

度

任

用

職

員

の

勤

務

時

間

、

休

日

及

び

人

事

委

員

会

担

当

課

（

室

）

休

暇

に

関

す

る

規

則

の

正

誤

目

次

（

県

例

規

集

登

載

）

【

規

則

】

○

特

定

非

営

利

活

動

促

進

法

施

行

細

則

の

一

部

を

県

民

生

活

交

通

課

改

正

す

る

規

則

（

県

例

規

集

登

載

）

【

告

示

】

○

保

安

林

の

指

定

予

定

治

山

課

○

〃

〃

○

〃

〃

○

漁

船

保

険

付

保

義

務

の

消

滅

水

産

課

○

道

路

の

区

域

変

更

道

路

整

備

課

○

道

路

の

供

用

開

始

〃

【

公

告

】

○

大

規

模

小

売

店

舗

の

変

更

の

届

出

の

縦

覧

経

営

支

援

課

○

土

地

改

良

区

役

員

の

住

所

変

更

届

耕

地

課

○

土

地

改

良

事

業

計

画

の

変

更

認

可

申

請

の

縦

覧

〃

○

林

業

種

苗

法

に

基

づ

く

生

産

事

業

者

の

登

録

に

治

山

課

係

る

事

項

の

変

更

○

開

発

許

可

を

受

け

た

開

発

行

為

に

関

す

る

工

事

建

築

指

導

課

の

完

了

○

〃

〃

○

〃

〃

岡

山

県

公

報
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◎
岡
山
県
規
則
第
三
号

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
施
行
細
則
（
平
成
十
年
岡
山
県
規
則
第
四
十
五
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う

に
改
正
す
る
。

第
十
九
条
中
「
の
職
員
」
を
「

法
第
六
十
四
条
第
七
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む

）
の

（

。

職
員
」
に
改
め
る
。

第
二
十
八
条
の
見
出
し
中
「
申
請
等
」
を
「
提
出
等
」
に
改
め
、
同
条
第
一
項
中
「
申
請
、
届
出
及

び
提
出
」
を
「
提
出
及
び
届
出
」
に

「
申
請
等

」
を
「
提
出
等

」
に

「
を
申
請
等
」
を
「
を
提

、

」

」

、

出
等
」
に
改
め
、
同
項
た
だ
し
書
及
び
各
号
中
「
申
請
等
」
を
「
提
出
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
項
中

「
申
請
等
」
を
「
提
出
等
」
に
改
め
る
。

第
三
十
一
条
中
「
と
お
り
」
を
「
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
措

置
」
に
改
め
、
同
条
第
一
号
中
「
行
政
手
続
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
の
利
用
に
関
す
る
法
律
」

を
「
情
報
通
信
技
術
を
活
用
し
た
行
政
の
推
進
等
に
関
す
る
法
律
」
に

「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
」

、

を
「
情
報
通
信
技
術
活
用
法
」
に

「
第
三
条
第
四
項
」
を
「
第
六
条
第
四
項
」
に

「
申
請
等
」
を

、

、

「
提
出
等
」
に
改
め
、
同
条
第
二
号
中
「
情
報
通
信
技
術
利
用
法
第
四
条
第
四
項
」
を
「
情
報
通
信
技

術
活
用
法
第
七
条
第
四
項
」
に
改
め
る
。

第
三
十
四
条
を
第
三
十
六
条
と
す
る
。

第
三
十
三
条
第
二
項
中
「
明
り
ょ
う
」
を
「
明
瞭
」
に
改
め
、
同
条
を
第
三
十
五
条
と
す
る
。

第
三
十
二
条
の
前
の
見
出
し
を
削
り
、
同
条
を
第
三
十
四
条
と
し
、
同
条
の
前
に
見
出
し
と
し
て

「

書
面
の
保
存
等
に
お
け
る
情
報
通
信
の
技
術
を
利
用
す
る
方
法

」
を
付
す
る
。

（

）

第
三
十
一
条
の
次
に
次
の
二
条
を
加
え
る
。

（
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困
難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら

れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
）

条
例
第
七
条
第
三
項
の
電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
行
う
こ
と
が
困

第
三
十
二
条

難
又
は
著
し
く
不
適
当
と
認
め
ら
れ
る
部
分
が
あ
る
場
合
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、

そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
場
合
と
し
、
当
該
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
部
分
以
外
の
部
分
に
つ

き
、
同
条
第
一
項
、
第
二
項
及
び
第
四
項
の
規
定
を
適
用
す
る
も
の
と
す
る
。
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一

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
六
条
第
六
項
に
係
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ

提
出
等
を
行
う
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
知
事
が
認

め
る
場
合

ロ

提
出
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
確
認
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
知
事

が
認
め
る
場
合

二

情
報
通
信
技
術
活
用
法
第
七
条
第
五
項
に
係
る
も
の

次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
場
合

イ

通
知
等
を
受
け
る
者
に
つ
い
て
対
面
に
よ
り
本
人
確
認
を
す
る
べ
き
事
情
が
あ
る
と
知
事
が

認
め
る
場
合

ロ

通
知
等
に
係
る
書
面
等
の
う
ち
に
そ
の
原
本
を
交
付
す
る
必
要
が
あ
る
も
の
が
あ
る
と
知
事

が
認
め
る
場
合

（
通
知
等
を
受
け
る
旨
の
表
示
の
方
式
）

条
例
第
七
条
第
四
項
の
方
式
は
、
次
に
掲
げ
る
い
ず
れ
か
の
方
式
と
す
る
。

第
三
十
三
条

一

電
子
情
報
処
理
組
織
を
使
用
す
る
方
法
に
よ
り
通
知
等
を
受
け
る
こ
と
を
希
望
す
る
旨
の
知
事

が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
行
う
届
出

二

前
号
に
掲
げ
る
も
の
の
ほ
か
、
知
事
が
別
に
定
め
る
方
式

の
規
定

同
法
第

条
第
７
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を

様
式
第
十
三
号
（
表
面
）
中
「

」
を
「

6
4

（

含
む

の
規
定

岡
山
県
知
事

氏
名

岡
山
県
知
事

。
）

」
に

「

」
を
「

、

」
に
改
め
、
同
様
式
（
裏
面
）
中

２
所
轄
庁
は

前
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
さ
せ
る
場
合
に
お
い
て
は

当
該
検
査
を
す

「

，
，

る
職
員
に

同
項
の
相
当
の
理
由
を
記
載
し
た
書
面
を

あ
ら
か
じ
め

当
該
特
定
非
営

，
，

，

利
活
動
法
人
の
役
員
そ
の
他
の
当
該
検
査
の
対
象
と
な

て
い
る
事
務
所
そ
の
他
の
施
設

っ

の
管
理
に
つ
い
て
権
限
を
有
す
る
者

以
下
こ
の
項
に
お
い
て

特
定
非
営
利
活
動
法
人

（

「

の
役
員
等

と
い
う

に
提
示
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

こ
の
場
合
に
お
い
て

当

」

）

。
。

，

を

該
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
役
員
等
が
当
該
書
面
の
交
付
を
要
求
し
た
と
き
は

こ
れ
を

，

交
付
さ
せ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

，
，

関
係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

，

」

し
て
は
な
ら
な
い
。

２
略

「
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３
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
を
す
る
職
員
は

そ
の
身
分
を
示
す
証
明
書
を
携
帯
し

，
，

関
係
人
に
こ
れ
を
提
示
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
第
１
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
の
権
限
は

犯
罪
捜
査
の
た
め
に
認
め
ら
れ
た
も
の
と
解

，

し
て
は
な
ら
な
い
。

（

）
報
告
及
び
検
査

第
条

所
轄
庁
は

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
又
は
特
例
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人

6
4

，

以
下

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等

と
い
う

が
法
令

法
令
に
基
づ
い
て
す

（

「

」

）
。

，

る
行
政
庁
の
処
分
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し

又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を
欠
い
て

，

い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
対
し

そ
，

，

の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ
せ

又
は
そ
の
職
員
に

当
該
認
定
特

，
，

に
改

定
非
営
利
活
動
法
人
等
の
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に
立
ち
入
り

そ
の
業
務
若
し
く
は
財

，

産
の
状
況
若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

，
。

２
所
轄
庁
以
外
の
関
係
知
事
は

認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
が
法
令

法
令
に
基
づ

，
，

い
て
す
る
行
政
庁
の
処
分
若
し
く
は
定
款
に
違
反
し

又
は
そ
の
運
営
が
著
し
く
適
正
を

，

欠
い
て
い
る
疑
い
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は

当
該
認
定
特
定
非
営
利
活
動
法
人
等
に
対

，

し
当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
お
け
る
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況
に
関
し
報
告
を
さ

，

せ
又
は
そ
の
職
員
に

当
該
都
道
府
県
の
区
域
内
に
所
在
す
る
当
該
認
定
特
定
非
営
利

，
，

活
動
法
人
等
の
事
務
所
そ
の
他
の
施
設
に
立
ち
入
り

そ
の
業
務
若
し
く
は
財
産
の
状
況

，

若
し
く
は
帳
簿

書
類
そ
の
他
の
物
件
を
検
査
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る

，
。

３
６
略

～

７
第

条
第
３
項
及
び
第
４
項
の
規
定
は

第
１
項
又
は
第
２
項
の
規
定
に
よ
る
検
査
に

4
1

，

」

つ
い
て
準
用
す
る
。

め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。

令和２年１月１７日　岡山県公報　第１２１６０号



◎
岡
山
県
告
示
第
十
七
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

新
見
市
上
市
字
大
仙
二
二
九
の
四
、
字
山
ノ
神
奥
二
三
三
の
一
、
二
三
三
の
二
、
字
谷
向
二
三
五

の
一
、
字
百
奥
四
七
二
の
一
、
四
八
〇
、
四
八
三
の
一
、
四
八
三
の
二
、
四
八
六
、
四
八
八
、
字
広

高
下
四
八
九
か
ら
四
九
二
ま
で
、
字
薬
師
堂
四
九
三
の
四
、
四
九
三
の
六
、
四
九
三
の
一
一
、
四
九

三
の
一
二
、
字
広
高
下
奥
五
〇
一
の
一
、
五
〇
一
の
三
か
ら
五
〇
一
の
八
ま
で

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
谷
向
二
三
五
の
一
・
字
百
奥
四
七
二
の
一
・
字
薬
師
堂
四
九
三
の
四
・
四
九
三
の
六
（
以

上
四
筆
に
つ
い
て
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
八
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

新
見
市
足
立
字
牛
ノ
泊
リ
四
〇
四
〇
の
一

二

指
定
の
目
的

土
砂
の
流
出
の
防
備

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

次
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
は
、
択
伐
に
よ
る
。

（１）

字
牛
ノ
泊
リ
四
〇
四
〇
の
一
（
次
の
図
に
示
す
部
分
に
限
る

）
。

そ
の
他
の
森
林
に
つ
い
て
は
、
主
伐
に
係
る
伐
採
種
を
定
め
な
い
。

（２）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（３）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（４）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
図
」
及
び
「
次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
図
面
及
び
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
新

「

見
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦
覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
十
九
号

森
林
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
二
百
四
十
九
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
り
、
農
林
水
産
大
臣

か
ら
次
の
と
お
り
保
安
林
の
指
定
を
す
る
予
定
で
あ
る
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

保
安
林
予
定
森
林
の
所
在
場
所

、

、

、

、

津
山
市
阿
波
字
大
谷
二
六
五
六
の
二

二
六
五
六
の
三

二
六
五
六
の
一
五

二
六
五
六
の
一
六

字
小
船
瀧
二
七
二
二
、
二
七
二
五
、
字
小
船
ケ
谷
長
サ
コ
二
七
二
三

二

指
定
の
目
的

水
源
の
涵
養

か
ん

三

指
定
施
業
要
件

１

立
木
の
伐
採
の
方
法

主
伐
に
係
る
伐
採
種
は
、
定
め
な
い
。

（１）

主
伐
と
し
て
伐
採
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
立
木
は
、
当
該
立
木
の
所
在
す
る
市
町
村
に
係
る

（２）
市
町
村
森
林
整
備
計
画
で
定
め
る
標
準
伐
期
齢
以
上
の
も
の
と
す
る
。

間
伐
に
係
る
森
林
は
、
次
の
と
お
り
と
す
る
。

（３）
２

立
木
の
伐
採
の
限
度
並
び
に
植
栽
の
方
法
・
期
間
及
び
樹
種

次
の
と
お
り
と
す
る
。

（

次
の
と
お
り
」
は
省
略
し
、
そ
の
関
係
書
類
を
岡
山
県
庁
及
び
津
山
市
役
所
に
備
え
置
い
て
縦

「

覧
に
供
す
る

）
。
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
号

漁
船
損
害
等
補
償
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
二
十
八
号
）
第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

、

、

（

、

）

り

次
の
加
入
区
に
つ
い
て

平
成
二
十
八
年
岡
山
県
告
示
第
二
十
号

伊
里
加
入
区

邑
久
加
入
区

、

、

。

に
よ
る
指
定
漁
船
を
普
通
損
害
保
険
に
付
す
べ
き
義
務
は

令
和
二
年
一
月
十
四
日
限
り

消
滅
し
た

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

加
入
区
の
名
称

伊
里
加
入
区

邑
久
加
入
区
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
一
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
区
域
を

次
の
と
お
り
変
更
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

高
梁
坂
本
線

三

道
路
の
区
域

新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
広
瀬
上
一
六
八
四
番
一

地
先
か
ら

新

六
六
・
〇

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
広
瀬
上
一
六
九
〇
番
一

二
五
・
〇
～

地
先
を
経
て

一
二
・
〇

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
日
名
ノ
上
一
六
八
九
番

一
地
先
ま
で

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
広
瀬
上
一
六
八
四
番
一

旧

八
〇
・
〇

地
先
か
ら

八
・
五
～

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
日
名
ノ
上
一
六
八
九
番

四
・
〇

一
地
先
ま
で

一

道
路
の
種
類

県
道

二

路

線

名

勝
央
勝
北
線

三

道
路
の
区
域
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新
旧

幅

員

延

長

区

域

別

（
メ
ー
ト
ル
）

（
メ
ー
ト
ル
）

新

一
二
・
七

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
字
原
二
三
六
八
番
一
九

一
八
・
五
～

地
内

一
九
・
〇

旧

一
二
・
七

勝
田
郡
勝
央
町
植
月
中
字
原
二
三
六
八
番
一
九

二
一
・
〇
～

地
内

二
六
・
五
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◎
岡
山
県
告
示
第
二
十
二
号

道
路
法
（
昭
和
二
十
七
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
道
路
の
供
用
を

次
の
と
お
り
開
始
す
る
。

そ
の
関
係
図
面
は
、
岡
山
県
土
木
部
道
路
整
備
課
に
お
い
て
告
示
の
日
か
ら
二
十
日
間
一
般
の
縦
覧

に
供
す
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

道
路
の

供

用

開

始

路

線

名

区

間

種

類

年

月

日

県
道

高
梁
坂
本
線

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
広
瀬
上
一
六
八
四
番
一
地
先

令
和
二
年
一

か
ら

月
十
七
日

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
広
瀬
上
一
六
九
〇
番
一
地
先

を
経
て

高
梁
市
成
羽
町
坂
本
字
日
名
ノ
上
一
六
八
九
番
一
地

先
ま
で

長
谷
小
串
線

玉
野
市
北
方
字
畑
一
〇
六
八
番
四
地
内
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〔
一
二
〕
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
六
条
第
三
項
に
お
い
て
準
用

す
る
同
法
第
五
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
大
規
模
小
売
店
舗
の
変
更
の
届
出
に
つ
い
て
、
縦
覧

に
供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
大
規
模
小
売
店
舗
を
設
置
す
る
者
が
そ
の
周
辺
の
地
域
の
生
活
環
境
の
保
持
の
た

め
配
慮
す
べ
き
事
項
に
つ
い
て
意
見
を
有
す
る
者
は
、
同
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
縦
覧
期

間
満
了
の
日
ま
で
に
知
事
に
意
見
書
を
提
出
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

届
出
事
項
の
概
要

１

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地

名
称

コ
ー
プ
山
陽

エ
デ
ィ
オ
ン
山
陽
店

所
在
地

赤
磐
市
下
市
二
七
七

一
ほ
か

－

２

届
出
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

名
称

生
活
協
同
組
合
お
か
や
ま
コ
ー
プ

(1)

住
所

岡
山
市
北
区
奉
還
町
一
丁
目
七
番
七
号

代
表
者
の
氏
名

理
事
長

平
田

昌
三

名
称

株
式
会
社
エ
デ
ィ
オ
ン

(2)

住
所

広
島
県
広
島
市
中
区
紙
屋
町
二
丁
目
一
番
十
八
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

久
保

允
誉

３

変
更
事
項

大
規
模
小
売
店
舗
に
お
い
て
小
売
業
を
行
う
者
の
名
称
、
住
所
及
び
代
表
者
の
氏
名

（
変
更
前
）

ア

名
称

株
式
会
社
ベ
イ
ク
シ
ョ
ッ
プ
グ
ル
ー
プ

住
所

高
知
県
高
知
市
瀬
戸
一
丁
目
二
番
六
十
五
号

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

中
野

文
章

イ

名
称

ダ
イ
ヤ
ク
リ
ー
ニ
ン
グ
株
式
会
社

住
所

倉
敷
市
笹
沖
一
二
五
五

代
表
者
の
氏
名

小
野

好
夫

（
変
更
後
）

ア

名
称

株
式
会
社
Ａ
Ｋ
Ｆ
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住
所

赤
磐
市
下
市
二
七
七

一

－

代
表
者
の
氏
名

代
表
取
締
役

岡
崎

寛
明

イ

小
売
業
を
行
う
者
で
は
な
い
た
め
削
除

４

変
更
年
月
日

令
和
元
年
十
一
月
一
日

二

届
出
年
月
日

令
和
元
年
十
二
月
二
十
日

三

縦
覧
の
期
間
及
び
場
所

１

縦
覧
の
期
間

令
和
二
年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
五
月
十
八
日
ま
で

２

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
産
業
労
働
部
経
営
支
援
課
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〔

〕

（

）

、

一
三

土
地
改
良
法

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号

第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り

土
地
改
良
区
役
員
の
住
所
に
次
の
と
お
り
変
更
が
あ
っ
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

土
地
改
良
区
の
名
称

上
原
井
領
土
地
改
良
区

二

変
更
内
容

職

名

氏

名

変
更
前
住
所

変
更
後
住
所

理

事

井
元

敏
憲

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
四
八
〇

倉
敷
市
真
備
町
辻
田
六
二
二
ー
三
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〔
一
四
〕
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
四
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

申
請
の
あ
っ
た
土
地
改
良
事
業
計
画
の
変
更
に
つ
い
て
、
同
条
第
九
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八

条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
そ
の
申
請
を
適
当
と
決
定
し
た
の
で
、
関
係
書
類
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に

供
す
る
。

こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
異
議
が
あ
る
者
は
、
縦
覧
の
期
間
満
了
の
日
の
翌
日
か
ら
起
算

し
て
十
五
日
以
内
に
岡
山
県
備
前
県
民
局
長
に
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
る
。

年
一
月
十
七
日

令
和
二

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

申
請
者

児
島
湾
土
地
改
良
区

二

地
区
名

北
七
区
６
条
２
（
農
業
基
盤
整
備
促
進
（
農
業
用
用
排
水
施
設
）
事
業
）

北
七
区
８
条
（

〃

）

三

縦
覧
に
供
す
る
書
類

計
画
変
更
を
必
要
と
す
る
理
由
書

土
地
改
良
区
定
款

事
業
変
更
計
画
書

四

縦
覧
の
期
間

年
一
月
十
七
日
か
ら
同
年
二
月
七
日
ま
で

令
和
二

五

縦
覧
の
場
所

岡
山
県
備
前
県
民
局
農
林
水
産
事
業
部
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〔
一
五
〕
林
業
種
苗
法
（
昭
和
四
十
五
年
法
律
第
八
十
九
号
）
第
十
三
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
生
産
事
業
者
の
登
録
の
変
更
の
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

生

産

事

業

者

変

更

前

変

更

後

登

録

変
更
に
係
る

番

号

氏

名

又

は

事
項

住

所

名

称

美
作

十

小
林

亮
太

津
山
市
院
庄
二

生
産
事
業
者

津
山
市
院
庄
二

苫
田
郡
鏡
野
町

－

一

六
二
番
地
市
営

の
住
所

六
二
番
地
市
営

女
原
二
九
番
地

住
宅
二
三
号

住
宅
二
三
号

八
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〔
一
六
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
総
社
字
金
井
戸
一
六
四
四

五
、
一
六
四
五

三

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

総
社
市
井
手
一
二
二
五

三
グ
ラ
ン
コ
ー
ト
Ⅱ
一
〇
一

－

近
江

広
行

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
一
八
四
号
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〔
一
七
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
地
頭
片
山
字
竹
ノ
下
三
一
〇

二

－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
西
辛
川
六
三
五
Ｂ
二
〇
二

流
郷

和
也

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
一
一
号
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〔
一
八
〕
次
の
者
に
係
る
都
市
計
画
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
百
号
）
第
二
十
九
条
の
規
定
に
よ
る

開
発
許
可
を
受
け
た
開
発
行
為
に
関
す
る
工
事
が
完
了
し
た
。

令
和
二
年
一
月
十
七
日

岡
山
県
知
事

伊

原

木

隆

太

一

開
発
区
域
又
は
工
区
に
含
ま
れ
る
地
域
の
名
称

総
社
市
黒
尾
字
窪
田
三
四
四

八
、
三
四
四

九

－
－

二

許
可
を
受
け
た
者
の
住
所
及
び
氏
名

岡
山
市
北
区
佐
山
二
五
一
〇

一
シ
ャ
ー
メ
ゾ
ン
桃
ケ
丘
二
番
館
二
〇
二

－

江

芳
朗

江

紗
英
子

三

許
可
番
号

岡
山
県
指
令
建
指
第
二
六
五
号
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〔
一
〕
令
和
元
年
十
月
二
十
五
日
付
け
公
布
会
計
年
度
任
用
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
規
則
（
岡
山
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
六
号
）
に
誤
り
が
あ
っ
た
。

頁

誤

正

十
一

十
二
月

十
日

十
一
日

十
二
日

十
四
日

十
六
日

十
八
日

二
十
日

六
月
以
上

十
二
月
以

十
日

十
一
日

十
二
日

十
四
日

十
六
日

十
八
日

二
十
日

十
月
以
上

下

十
二
月
未

九
日

十
日

十
一
日

十
三
日

十
五
日

十
七
日

十
八
日

満

八
日

八
日

九
日

十
一
日

十
二
日

十
四
日

十
五
日

八
月
以
上

十
月
未
満

六
日

六
日

七
日

八
日

九
日

十
一
日

十
二
日

六
月
以
上

八
月
未
満

十
二

十
二
月

七
日

八
日

九
日

十
日

十
二
日

十
三
日

十
五
日

六
月
以
上

十
二
月
以

七
日

八
日

九
日

十
日

十
二
日

十
三
日

十
五
日

十
月
以
上

下

十
二
月
未

六
日

七
日

八
日

九
日

十
一
日

十
二
日

十
四
日

満
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五
日

六
日

七
日

八
日

九
日

十
日

十
一
日

八
月
以
上

十
月
未
満

四
日

五
日

五
日

六
日

七
日

八
日

九
日

六
月
以
上

八
月
未
満

十
三

十
二
月

五
日

六
日

六
日

八
日

九
日

十
日

十
一
日

六
月
以
上

十
二
月
以

五
日

六
日

六
日

八
日

九
日

十
日

十
一
日

十
月
以
上

下

十
二
月
未

五
日

六
日

六
日

七
日

八
日

九
日

十
日

満

四
日

五
日

五
日

六
日

七
日

八
日

八
日

八
月
以
上

十
月
未
満

三
日

四
日

四
日

五
日

五
日

六
日

六
日

六
月
以
上

八
月
未
満

十
四

十
二
月

三
日

四
日

四
日

五
日

六
日

六
日

七
日

六
月
以
上

十
二
月
以

三
日

四
日

四
日

五
日

六
日

六
日

七
日

十
月
以
上

下
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十
二
月
未

三
日

四
日

四
日

五
日

六
日

六
日

六
日

満

二
日

三
日

三
日

四
日

五
日

五
日

五
日

八
月
以
上

十
月
未
満

二
日

二
日

二
日

三
日

四
日

四
日

四
日

六
月
以
上

八
月
未
満

十
五

十
二
月

一
日

二
日

二
日

二
日

三
日

三
日

三
日

六
月
以
上

十
二
月
以

一
日

二
日

二
日

二
日

三
日

三
日

三
日

十
月
以
上

下

十
二
月
未

一
日

二
日

二
日

二
日

三
日

三
日

三
日

満

一
日

二
日

二
日

二
日

二
日

二
日

二
日

八
月
以
上

十
月
未
満

一
日

一
日

一
日

一
日

二
日

二
日

二
日

六
月
以
上

八
月
未
満
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二
月
未
満

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

二
月
未
満

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

〇
日

備
考

こ
れ
ら
の
表
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
、
在
職
期
間
に
任
用
期
間
を
加
え
た
期
間

（
以
下
「
通
算
在
職
期
間
」
と
い
う

）
に
六
月
以
上
十
二
月
未
満
の
端
数
が
生
じ
、
か

。

つ
、
任
用
期
間
中
に
そ
の
端
数
が
六
月
に
達
す
る
と
き
は
、
表
中
「
在
職
期
間
」
と
あ
る

の
は
「
通
算
在
職
期
間
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
し
、
通
算
在
職
期
間
に
応
じ
て
、
六
月

以
上
十
二
月
以
下
の
欄
に
定
め
る
日
数
を
付
与
す
る
も
の
と
す
る
。
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